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大阪第一運輸所・第二運輸所社員の今年度の年休に関する緊急申し入れ 

 
 
大阪第一運輸所・第二運輸所の一部社員については、年休時季指定をしたにも

かかわらず､３月勤務指定表において年休発表がされないままとなっている。年

度末で年休が失効するおそれがある社員の取り扱いについて、下記の通り緊急

申し入れをするので、責任をもって年休発給を行うようにされたい。 
 

 

記 
 

 

 
１． 今年度末で失効するおそれがある年休については、会社が責任をもって 

発給すること。 

 
２． ３月勤務指定表上、年休付与が困難な場合は特休・公休との振り替えを行

うこと。 
 

 
 
 

以上 


